
○　目的

○　事業概要

担当所属名

事業内容

令和６年度（拡充）

・保護者等からの相談ニーズに適時に対応するとともに、学校等への支
援体制の強化を図るために職員を増員する。

・特別支援教育の観点からの相談等に対応するため、発達検査等を行う
機能を加える。

・機能拡充等に伴う相談に対応できるよう、相談室の環境を充実する。

・福祉的な観点からの支援を行うため関係機関との連携推進を図る。

教育部　学校教育課
こども・学校サポート室

直通電話番号
64
64

－
－

1392
1325

　新たな不登校児童生徒の居場所づくりとして、また、教育相談機能の
強化を図るため、令和５年８月に設置した京田辺市教育支援センターに
ついて、順次、その機能充実を図る。
　令和６年度からは、不登校支援や教育相談対応について、より強化で
きるよう体制づくりを行うとともに、特別支援教育の観点からの不登校
未然防止の支援についても対応できるようにし、多様化する不登校児童
生徒の課題により一層対応できる教育支援拠点として運営していく。

予算額 39,586 千円 新規・拡充
継続の別 拡充

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 教育支援センター事業



○　目的

○　事業概要

令和６年度から令和１０年度まで　総額５２５，０００千円
（１０５，０００千円／年 × ５年間、債務負担行為設定済）

担当所属名 教育部　学校教育課 直通電話番号 64 － 1392

事業内容

安心で安全な学校環境を実現するため、これまでの事後保全型か
ら予防保全型への転換を目指し、市立学校の維持管理業務を一元
的・包括的に委託することで、民間のノウハウを最大限に活かしな
がらコストを抑えつつ、これまで以上の安全管理体制を構築する。

予算額 105,000 千円 新規・拡充
継続の別 新規

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 学校施設包括管理業務委託事業



 

○　目的

○　事業概要

令和４年度　田辺小において試行

　　　　　　おいて試行　
令和６年度　全小学校（９校）において本格実施

○　事業内訳

・民間施設等使用料　41,630千円
・移動のためのバス借り上げ料　20,000千円

担当所属名 教育部　学校教育課 直通電話番号 64 － 1392

事業内容

小学校の水泳授業の適切な授業時数を確実に確保するとともに、児童
の泳力向上に資する、より効果的な指導を実現するため、令和４年度か
ら全天候型の民間スイミング施設において、専門のインストラクターに
よる水泳指導を試行的に取り入れている。

令和５年度には、対象校を６校まで拡大し、田辺公園の流水プールを
活用したより実践的で効果的な着衣水泳学習も取り入れた。

これらの取り組みが、児童・教員・保護者の大半から好評を得たこと
を受けて、令和６年度から全校全学年において民間スイミング施設での
専門のインストラクターにおる水泳指導を導入する。

令和５年度　大住小、田辺小、草内小、田辺東小、松井ケ丘小、薪小に

予算額 61,630 千円 新規・拡充
継続の別 拡充

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 小学校水泳授業委託事業



 

○　目的

○　事業概要

・令和６年度

・令和７年度（予定）

1392担当所属名 教育部　学校教育課 直通電話番号 64 －

　小中学校体育館１２棟、中学校武道場１棟の空調設備設置に係る
実施設計

　小学校　　70,600千円
　中学校　　25,500千円　　計　96,100千円

　本市では、平成２６年度に市立小中学校の普通教室・特別教室に
空調設備の設置を完了したものの、体育館・武道場（以下「体育館
等」という。）については未設置となっている。
　地球温暖化の進展により、近年、夏季における猛暑が著しく、熱
中症のリスクが高まっていることから、全市立小中学校の体育館等
に空調設備を設置する。

事業内容

順次設置工事を実施

予算額 96,100 千円 新規・拡充
継続の別 新規

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 小・中学校体育館等空調設備整備事業



 

○　目的

○　事業概要

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 田辺小学校長寿命化改修事業

予算額 597,226 千円 新規・拡充
継続の別 継続

事業内容

担当所属名 教育部　学校教育課 直通電話番号 64 － 1392

　京田辺市学校施設長寿命化計画に基づき、田辺小学校中校舎棟の
長寿命化改修を行う。

　田辺小学校中校舎長寿命化改修（本体工事費、監理業務委託費、
仮設建物借上料、附帯工事費等）

工事ヤー

借用地



○　目的

○　事業概要

担当所属名
教育部　こども・学校サポート室
　　　　学校教育課
　　　　教育総務室

直通電話番号 64 － 1325

　培良中学校において、「生徒一人一人がいきいき活躍する学校、わく
わくどきどきが止まらない学校」をコンセプトとした各種の取組を令和
５年度から順次進めている。
　令和６年度は、体験学習や英語教育活動の充実を図るとともに、市内
の他の校区に居住する生徒でも通学できるよう学校選択制を導入し、通
学費について支援する。

・体験学習の拡充
・英語教育の充実（英語検定４級の受験補助）
・学校選択制の導入と通学費の支援（補助率４／５）

事業内容

予算額 10,892 千円 新規・拡充
継続の別 拡充

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 培良中学校特色化事業



○　目的

○　事業概要

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 小･中学校給食物価高騰支援事業

予算額 56,598 千円 新規・拡充
継続の別 拡充

事業内容

　物価高騰による学校給食費への影響が及んでいる中、地産地消の推
進、安全安心で栄養バランスのとれた学校給食の安定的な実施に向け、
高騰する学校給食費の増加分について保護者負担を増やすことなく給食
を提供するための支援を行う。

・小学校給食
　学校給食費１食あたり２９０円に対し、保護者負担額２４５円を据置
き、その差額４５円を支援する。
　
・中学校給食
　学校給食費１食あたり３４０円に対し、小学校における支援の割合を
考慮し保護者負担額２９０円として、その差額５０円を支援する。

担当所属名 教育部　学校給食課 直通電話番号 64 － 1393



○　目的

○　事業概要

担当所属名
経済環境部　農政課
教育部　学校給食課

直通電話番号
64
64

－
－

1362
1393

　令和３年５月、国において策定された「みどりの食料システム戦略」
の実現に向けて令和４年７月１日に施行された「環境と調和のとれた食
料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法
律」第５条の規定により、地方公共団体が、法の基本理念に則った施策
を策定し実施する責務を有するとされた。
　これに伴い、慣行農業に比べ、化学肥料、農薬の使用を５０％減にし
て栽培された本市産「特別栽培米」を生産する農業者を支援するととも
に、小中学校給食で使用することにより、環境への負荷の低減に取り組
む。

・農業者が「特別栽培米」をＪＡ京都やましろに出荷した場合、一袋あ
たり２００円を交付する。

　２００円／袋×５，０００袋＝１，０００千円

・「特別栽培米」を小中学校給食の主食米として使用することし、購入
価格の一部を補助等する。

　小学校給食　１，３００千円

　中学校給食　　  ８００千円

事業内容

予算額 3,100 千円 新規・拡充
継続の別 新規

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 特別栽培米普及促進事業【再掲】



○　目的

○　事業概要

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 中学校給食運営事業

予算額 299,399 千円 新規・拡充
継続の別 新規

事業内容

　令和６年３月に竣工した京田辺市学校給食センターを運営稼働
し、令和６年４月から成長期にある市立中学生に栄養バランスのと
れた学校給食を提供する。

　・事業開始　令和６年４月
　・対象校　　田辺中学校
　　　　　　　大住中学校
　　　　　　　培良中学校
　・調理能力　３，０００食

京田辺市学校給食センター 中学校給食例

担当所属名 教育部　学校給食課 直通電話番号 34 － 0440



○　目的

○　事業概要

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 留守家庭児童会運営委託事業（松井ケ丘）

予算額 － 千円 新規・拡充
継続の別 新規

　留守家庭児童会のクラス数の増加に伴い、支援員の確保が困難となっ
ている状況があるため、松井ケ丘留守家庭児童会について、民間委託に
より安定的な施設運営を行う。

事業内容

　民間活力を導入することで、民間のノウハウを活かした安定的な雇用
継続による人員体制を整え、保護者の多様なニーズに対応した事業運営
を図る。

【債務負担行為：令和６～１１年度　１６０，０００千円】

担当所属名 教育部　社会教育課 直通電話番号 64 － 1394



○　目的

○　事業概要

令和６年度　当初予算主な事業

事業名 留守家庭児童会無線通信環境整備事業

予算額 5,701 千円 新規・拡充
継続の別 新規

事業内容

　児童会において無線通信環境を整備することにより、児童のタブレッ
ト学習を可能にする。
　また、現在、市と児童会との連絡方法は、電話、FAX、持参となってい
るが、デジタル化することにより、市と児童会との書類の受渡しに係る
時間を削減し、児童の保育時間に充てることで、保育の質の向上を図
る。

・市内８児童会にモバイルルーターを設置する。
・小学校から家庭学習の課題として出されたタブレット学習を児童会で
行うことができる。

担当所属名 教育部　社会教育課 直通電話番号 64 － 1394


